[ここに入力]
この書式は、あくまで共同事業実施協定書のひな形です。　※提出時にこのヘッダーは削除してください。
令和●年度●●事業
共同事業実施協定書

（目 的）
第1条 当該共同事業実施体制は、公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団（以下「委託者」という。）が公募した「我が国循環産業の海外展開事業化促進業務」の採択が確定した場合に、次の事業を共同して実施することを目的として締結する。

事業名「●●事業」（以下、「本事業」という）

（名 称）
第2条 本協定に基づき設立する共同事業実施体制は、●●事業共同事業実施体制（以下、「本体制」という。）と称する。なお、本事業受託後に事業名が変更となった場合であっても、本体制は継続する。

（構成員の住所及び名称）
第3条 本体制の構成員は、次のとおりとする。
（１）（所在地）	
（法人名）	●●株式会社（以下「甲」という。）
（２）（所在地）	
（法人名）	●●株式会社（以下「乙」という。）

（代表者及び代表者の権限）
第4条 本協定に定める本体制は、甲を代表者とする。代表者は、本体制を代表して、委託者との折衝、契約の締結、契約代金の請求・受領、その他事業の実施に関して必要となる一切の事項を執行する権限を有する。

（協定成立の時期及び協定時期）
第5条 本協定は、令和●年●月●日に成立し、本事業の成果物を委託者へ引渡し、精算事務を終了後、１ヶ月を経過した日をもって協定期間満了とする。
２　前項の規定にかかわらず、本体制は、本事業を受託することができないことが確定した日に解散する。

（権利義務譲渡の禁止）
第6条 本協定によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。

（守秘義務）
第7条 本協定書の取扱いについては、当事者間のみの合意事項とし、これを発注者以外の第三者に漏えいしてはならない。

（紛争又は疑義の解決方法）
第8条 本協定について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。

（構成員の連帯責任）
第9条 本協定は、それぞれの分担した業務について進捗管理を行い、構成員は、本事業の執行に関して連帯して責任を負うものとする。

（構成員の個別責任）
第10条 本協定の構成員がその分担に係る本事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により委託者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。

（業務途中における構成員の脱退）
第11条 構成員は、本事業を完了する日までは脱退することができない。但し、諸事情により事業継続が困難な場合は委託者へ協議する。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置）
第12条 構成員のうちいずれかが本事業途中において破産又は脱退した場合、残存構成員が連帯して、当該構成員の分担業務を完了するものとする。

（解散後の契約不適合に係る責任）
第13条 本協定が解散した後においても、本事業につき契約内容に適合しない点が判明した場合は、各構成員が連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）
第14条 本協定書に定めのない事項については、構成員及び委託者との協議において定めるものとする。



本協定成立の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有し、 委託者である公益財団法人廃棄物・３R研究財団へ電子データ（押印済みのもの）を提出する。 


令和　年　月　日 


所在地 
甲	会社名 
代表者名 


所在地 
乙 	会社名 
代表者名
